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背景及び趣旨

我が国は国民皆保険のもと世界最長の平均寿命や高い保険医療水準を達成してき

ました。しかし、急速な高齢化により、疾病構造も変化し悪性新生物、虚血性心疾患、

脳血管疾患、糖尿病等の生活習慣病の割合が増加し、死亡原因及び医療費において生

活習慣病が占める割合が多くなっています。

生活習慣病の中でも、特に、心疾患、脳血管疾患等の発症の重要な危険因子である

糖尿病、高血圧症、高脂血症等の有病者やその予備群が増加しています。また、その

発症前の段階である内臓脂肪症候群（メタボリックシンドローム）が強く疑われる者

と予備群と考えられる者の割合は、男女とも４０歳以上で高い状況となっています。

このような状況に対応し、医療制度を持続可能なものにするため、内臓脂肪症候群

に着目し、高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、保険者は、４０歳以上の国民

健康保険被保険者に対し、糖尿病等の生活習慣病に関する健康診査（特定健康診査）

及びその結果により健康の保持に努める必要がある者に対する保健指導（特定保健指

導）を実施することが平成 20 年４月から義務化されることとなりました。

本計画は、長浜市国民健康保険被保険者に対する特定健康診査及び特定保健指導の

実施方法に関する基本的な事項、特定健康診査及び特定保健指導の実施並びにその成

果に係る目標に関する基本的な事項について定めるものです。

なお、この特定健康診査等実施計画は５年を１期とし、５年ごとに見直しを行うと

しますが、実施状況及び目標達成状況の検証を毎年度行うことにより、第１期である

平成２０年度から平成２４年度の途中において、必要に応じ随時見直しを行っていく

こととします。

高齢者の医療の確保に関する法律（昭和 57 年法律第 80 号）

（特定健康診査等実施計画）

第一九条 保険者は、特定健康診査等基本指針に即して五年ごとに、五年を一期として、特定健康診査等の

実施に関する計画（以下「特定健康診査等実施計画」という。）を定めるものとする。

２ 特定健康診査等実施計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 特定健康診査等の具体的な実施方法に関する事項

二 特定健康診査等の実施及びその成果に関する具体的な目標

三 前二号に掲げるもののほか、特定健康診査等の適切かつ有効な実施のために必要な事項

３ 保険者は、特定健康診査等実施計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなけれ

ばならない。
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第 1章 長浜市の現状と課題

< 人口・高齢化率 >

本市の人口は平成１９年４月１日現在で、84,50１人です。65 歳以上人口は 17,025

人で高齢化率は 20.15％となっており、滋賀県の高齢化率 20.05％とほぼ同じです。

< 国民健康保険加入者状況 >

国民健康保険加入者は、特定健診等を実施する平成２０年４月では約 22,600 人で

人口約 84,600 人に対しての加入率は約 26.7％です。そのうち特定健康診査の対象と

なる 40 歳以上の被保険者数は約 14,500 人です。

< 死因別死亡割合 >

平成１７年の死因別死亡割合をみると、第１位は悪性新生物 31.6％、第２位は心疾

患 17.1%、第３位は肺炎 9.7%、第４位は脳血管疾患 8.3%であり、心疾患と脳血管疾

患を合わせると全死因の４分１を占めます。 ＜資料１参照＞

< 介護が必要となった主な原因 >

第３期ゴールドプランながはま２１によると、介護が必要となった主な原因のうち、

脳血管疾患21.8%、心疾患5.1%を合わせると要介護原因全体の４分の１を占めます。

＜資料１参照＞

< 平成１８年度 国民健康保険被保険者の健診受診状況 >

平成１８年度基本健康診査結果データからみると国民健康保険被保険者中、特定健

康診査の対象となる 40 歳から 74 歳までの受診率は 14.5%で、目標とする 65%と大

きな隔たりがあるのが実情です。特に男性では 40 歳から 59 歳、女性では 40 歳から

54 歳の受診が最も低くなっています（男性：11.2% 女性：17.4% 全体 14.5%）。

＜資料２参照＞

< 平成１８年度基本健康診査の結果 >

平成１８年度の基本健康診査の結果では、加齢に伴い生活習慣病に関する検査値の

要指導域・要医療域の割合が増加しています。特に 65 歳以上の最高血圧値で要指導

域・要医療域を合わせると４割を超えます。 ＜資料３参照＞
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< 医療費 >

本市における、平成１７年度５月診療分国民健康保険医療費の構成割合の第 1 位は

「循環器疾患」であり、医療費総額全体の約 23％を占めています。「循環器疾患」の

内訳は高血圧性疾患・虚血性心疾患・脳梗塞等動脈硬化に関する疾患が約 7 割を占め

ています。また、一日あたりの入院費疾患別の第１位は循環器疾患でした。

< 課題 >

以上のことから、高齢化の進む本市において、若年のうちから元気な高齢期を過ご

せるための対策に取り組むことは、社会的・経済的に大切なことであることがわかり

ます。

特に国民健康保険医療費の構成割合の第 1 位である循環器疾患対策に取り組むこ

とが医療費節減につながることから早急に取り組むべき課題と考えます。

そのためには、まず健診受診者の拡大を図り、発病予防と重症化予防の観点から、

生活習慣病の好発年齢となる 40 歳以上をターゲットに発病の危険因子を減らす取り

組みをしていく必要があります。

そして、市民が自身の生活習慣の現状を振り返り、自己の問題点に気づき、生活習

慣を改善するためには個々への支援にとどまらず、市民がより健康的な生活を送れる

ための地域づくりを推し進めていく必要があります。

平成 17 年度 5月診療分医療費

循環器系疾患 23.1%

消化器系疾患 13.9%

新生物 9.4%

呼吸器系疾患 7.5%

その他 46.1%

循環器系疾患の内訳

高血圧性疾患 40.2%

虚血性心疾患 15.9%

脳梗塞 16.7%

72.8%

その他 27.2%
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第２章 特定健康診査・特定保健指導の目標と考え方

１ 目標の設定

計画の実行により、平成２７年度には国が定める、特定健康診査受診率を 80％、

特定保健指導実施率を 60％、内臓脂肪症候群の該当者・予備群の 25％減少を達

成することを目標とします。

また、第１期（平成２４年度）の目標として、国が示す基準により、特定健康

診査受診率を 65％、特定保健指導実施率を 45％、内臓脂肪症候群の該当者・予

備群の 10％減少（平成２０年度値比較）を達成することとします。

２ 長浜市国民健康保険の特定健康診査・特定保健指導の目標値

国の特定健康診査等基本指針に掲げる参酌基準をもとに、長浜市国民健康保険

における年次目標値を以下のとおり設定します。

平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度

特定健康診査

受診率 ２５％ ３５％ ４５％ ５５％ ６５％

特定保健指導

実施率 ４０％ ４３％ ４３％ ４５％ ４５％

内臓脂肪症候群

の該当者・予備群

の減少率

10%減少

（対 H20 値）

参考

特定健康診査の受診者数（年度内）
特定健康診査受診率 ＝

年度末における 40 歳～74 歳の被保険者数
（年度内の異動者は含まない）

動機づけ支援・積極的支援実施者（年度内）
特定保健指導実施率＝

年度内特定健診受診者中 動機づけ・積極的支援の対象となった被保険者数

３ 特定健康診査・特定保健指導の基本的な考え方

予防に着目した効果的・効率的な特定健康診査・特定保健指導のための取り組

みを強化します。

（１）健診未受診者の確実な把握

（２）健診結果からの必要な保健指導の徹底

（３）医療費適正化効果まで含めたデータ蓄積と評価



４ 各年度の特定健康診査受診者数・特定保健指導実施者数(推計)
(１) 特定健康診査受診者数

特定健診に関する目標値

9,621

8,088

6,579

3,563

5,069
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受診人数
受診率

H２０年度 H２１年度 H２２年度 H２３年度 H２４年度

特定健診対象者（人） 14,253 14,484 14,620 14,705 14,801

特定健診受診率 (％) 25 35 45 55 65

特定健診受診者数(人) 3,563 5,069 6,579 8,088 9,621

(２) 特定保健指導実施者数

特定保健指導に関する目標値
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特定保健指導
実施者数(人)

特定保健指導
実施率(％)

H２０年度 H２１年度 H２２年度 H２３年度 H２４年度

特定保健指導対象者※（人） 838 1,173 1,509 1,844 2,178

特定保健指導実施率(％) 40 43 43 45 45

特定保健指導実施者数(人) 335 504 649 830 980

※特定保健指導対象者は国の示す階層化割合により算出

40～64 歳：動機付け支援…男性 11.8% 女性 10.2% 積極的支援…男性 24.6% 女性 6.0%

65～74 歳：動機付け支援…男性 27.6% 女性 15.2%
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第３章 特定健康診査・特定保健指導の実施方法

被保険者が受診しやすい健診体制を構築するとともに保険者事務の効率化を図ります。

特定健康診査対象者には、特定健康診査受診券を送付します。また、特定保健指導対

象者には、特定保健指導利用券を送付し周知案内をします。

１． 特定健康診査

(１) 基本的な考え方

特定健康診査受診率向上を図るため、利用者の利便性に配慮した健診を実

施するなど対象者のニーズを踏まえた健診体制を整えます。

(２) 対象者

実施年度中に対象年齢（４０歳から７４歳まで）となる被保険者で、年度

を通じて異動がない者を対象とします。

(３) 実施方法および実施場所等

１） 医療機関委託による特定健康診査

湖北医師会と連携しながら契約医療機関において実施します。

２） 集団健診による特定健康診査

長浜市内各公共施設等で実施します。

３） 人間ドックによる特定健康診査

人間ドックに特定健康診査の基本的な健診項目を全て包含させる

ことにより、特定健康診査の実施に代えていきます。

なお、人間ドックと特定健康診査の対象年齢、一部負担割合は異な

っていることから、今後特定健康診査事業を行っていく中で、人間ド

ックの種類を含め見直しを行っていきます。

４） ０次健診による特定健康診査

０次健診に特定健康診査の基本的な健診項目を全て包含させるこ

とにより、特定健康診査の実施に代えていきます。

＊ 労働安全衛生法に基づく事業者健診と特定健康診査の関係

労働安全衛生法に基づき事業主が実施する健診（以下「事業者健診」

という。）は、今後も事業主の義務として実施されます。
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事業者健診の項目は、特定健康診査の基本的な健診項目について包含

しているので、事業者健診結果データの提供を受けることにより特定健

康診査を実施したことに代えられるとなります。このことから、被保険

者に「特定健康診査受診券」を発送時等に、事業者健診での健診を受け

られる方は、その事業所健診データの提供を求めて行きます。

(４) 実施時期

医療機関委託および集団健診による特定健康診査

平成２０年度は７月から１２月に実施

平成２１年度以後は４月から１２月に実施

(５) 実施項目

内臓脂肪型肥満に着目した生活習慣病予防のための保健指導を必要とす

る者を抽出する健診項目とします。

１）基本的な健診項目

ア．質問項目(服薬の有無、既往歴、喫煙歴、生活習慣など)
イ．身体計測 (身長、体重、BMI、腹囲)
ウ．理学的検査 (身体診察)
エ．血圧測定

オ．血液化学検査(中性脂肪、HDL コレステロール、LDL コレステロール)
カ．肝機能検査(AST(GOT)、ALT(GPT)、γ－GT(γ－GTP))
キ．血糖検査(空腹時血糖、HbA１ｃ)
ク．尿検査(尿糖、尿蛋白)

２）詳細な健診の項目

ア．心電図検査

イ．眼底検査

ウ．貧血検査

(６) 自己負担額

自己負担を求めるとし、その額は別に定めます。
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２ 特定保健指導

(１) 基本的な考え方

対象者が自分の健康に関するセルフケア(自己管理)ができることを目的に、

生活習慣を改善するための行動目標を設定し、実践できるように支援します。

そのために、個別面接や小集団のグループワーク等を活用したプログラムで

行動変容のきっかけづくりを行います。

(２) 実施時期

特定健康診査結果に基づき、特定健康診査が終了した時点から随時実施し

ます。

(３) 特定保健指導の実施方法

経年的に増加する保健指導対象者に対して特定保健指導を確実に実施する

には人的資源が必要です。しかし、委託できる民間事業所の整備は全国的に

もまだ不十分な状況のため、保健指導の一部委託または全面委託を経年的に

検討していきます。また、委託した場合は、効果的かつ質の高い保健指導を

目指すため、保健指導が適切に実施されているかモニタリングを行い、保健

指導の成果について、複数の観点から評価を行います。

(４) 特定保健指導対象者の選定基準

特定健康診査の結果から、腹囲が男性 85cm 以上、女性 90cm 以上の者、ま

たは腹囲が男性 85cm 未満、女性 90cm 未満の者で BMI が 25 以上の者のう

ち、血糖（空腹時血糖 100mg/dl 以上、HbA1c5.2%以上）・脂質（中性脂肪

150mg/dl 以上、ＨＤＬコレステロール 40mg/dl 未満）・血圧（収縮期血圧

130mmHg、拡張期血圧 85mmHg 以上）に該当する者（糖尿病、高血圧症又

は高脂血症の治療に係る薬剤を使用している者を除く）を選定します。

また、次の図表にあるように、追加リスクの数と喫煙歴の有無により、動

機づけ支援の対象者か積極的支援の対象者かを選定します。

（注）喫煙歴の斜線欄は、階層化の判定が喫煙歴の有無に関係しないことを意味します。

追加リスク 対象腹囲

①血糖②脂質③血圧

喫煙歴

40－64 歳 65－74 歳

２つ以上該当

あり

積極的

支援

≧85 ㎝以上（男性）

≧90 ㎝以上（女性） １つ該当

なし

動機づけ

支援

３つ該当

あり

積極的

支援２つ該当

なし

上記以外でBMI≧25

１つ該当

動機づけ

支援
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(５) 特定保健指導対象者の重点化の方法

特定保健指導対象者を明確にするために特定健康診査結果から対象者を５

つのグループに分類して順位をつけ、必要性に応じた効果的、効率的な保健

指導を実施します。保健指導のフロー図は、別添の資料４を参照とします。

グループ(ア～オ)は次のとおりです。

ア：特定保健指導対象者

・健診結果が医療受診勧奨値以外の内臓脂肪症候群該当者又はその予備群

（腹囲もしくは BMI が選定基準に該当し、かつ血圧、脂質、血糖、喫煙

の選定基準に該当した者）

イ：医療機関への受診勧奨が必要な者

・健診結果が受診勧奨判定値の者

（例えば、肝機能が受診勧奨判定値の者や内臓脂肪症候群の該当者で、医師

から受診勧奨を優先された者など）

ウ：治療中の者

・糖尿病、高血圧、高脂血症、虚血性心疾患、脳血管疾患、人工透析等で

治療中であり、医療との連携が必要な者。

エ：特定保健指導対象外で他の生活習慣病関連疾患リスクのある者

・前項ア～ウに該当しないが、健診結果で他の疾患のリスクが疑われる者

（例えば、腹囲や BMI は選定基準外であるが、血圧、脂質、血糖の数値が

選定基準以上の者、肝機能検査数値が高い者等）

オ：特定保健指導対象外で他の生活習慣病関連疾患リスクのない者

・特定健康診査受診者で前項ア～エに該当しない者

（すべての検査項目で異常値が無い者）

（６）保健指導対象者の順位と支援レベル別保健指導実施計画

保健指導を実施する上での順位と支援レベル別実施計画は以下のとお

りとします。実施における年間スケジュールの例は資料５を参照とします。

１）（グループ）ア：特定保健指導対象者

支援方法 個別支援と集団支援を組み合わせて、生活習慣の行動変

容が継続して実施できるよう支援を行います。



－10－

①動機づけ支援

従事者 保健師、管理栄養士（栄養士）

支援方法 個別面接と集団支援を組み合わせた１回のみの生活習

慣改善のための動機づけ支援を行い、面接時から６か月

経過後に評価します。

支援期間 ６か月

支援内容 ・健診結果、メタボリックシンドローム、腹囲のセルフ

チェック説明、栄養運動の一般的な話

・問診票確認、栄養や運動のうち個別性のある指導、生

活習慣の改善情報提供、行動目標計画の作成

評価方法 実施前に評価指標を定め、行動目標の達成度や身体状

況、生活改善状況等による変化を通信手段により評価し

ます。

不参加者への対応 不参加者に対しては、電話で来所を勧奨し、別日に個別

支援を行います。

来所の都合がつかない者の中から生活習慣病リスクの

高い者に対しては、家庭訪問を行い、個別支援を実施し

ます。また、訪問の対象外の者には、電話訪問で次年度

動機づけ支援に該当した場合は必ず参加してもらう旨

を説明し、健診結果を郵送します。

②積極的支援

従事者 保健師、管理栄養士（栄養士）

支援方法 初回に個別面接を行った後、集団支援や通信支援を組み

合わせて行いながら、生活習慣の行動変容が継続して実

施できるように支援します。面接時から６か月経過後に

評価します。

支援期間 ６か月

支援内容 ・ 健診結果、メタボリックシンドローム、腹囲のセル

フチェック説明

・ 問診票確認、栄養や運動のうち個別性のある指導、

生活習慣の改善情報提供、行動目標計画の作成、中

間評価

・ 参加者同士の情報交換、自らの実践に対する再評価

・ 歩数計の貸与、運動施設・団体の紹介

・ 行動目標の継続に向けての支援
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評価方法 実施前に評価指標を定め、行動目標の達成度や身体状

況、生活改善状況等による変化を通信手段により評価し

ます。

参加率の向上と途

中脱落防止の体制

参加しやすい体制づくりとして、プログラムの初回の個

別面接は参加者の都合にあわせた日程調整を行います。

また、集団支援等に欠席した場合は、電話訪問を代替支

援として実施し、途中脱落を防止して継続して参加でき

るよう支援します。

不参加者への対応 不参加者の中から、生活習慣病リスクの高い者を選定し

て、家庭訪問で個別面接を行い、プログラムへの参加を

勧奨します。また、訪問の対象外の者には、電話訪問で

次年度積極的支援に該当した場合は必ず参加してもら

う旨を説明し、健診結果を郵送します。

２）（グループ）イ：医療機関への受診勧奨が必要な者

支援内容 健診結果と共に、受診が必要な項目について受診勧奨の

説明を行い受診を促します。

３）（グループ）ウ：治療中の者

支援内容 健診結果と共に、健診項目の説明や健康情報の提供を添

付します。必要に応じて、主治医の指示のもと、保健指

導を受けられるよう調整します。

４）（グループ）エ：特定保健指導対象外で他疾患リスクのある者

支援内容 健診結果と共に、健診項目の説明や健康情報の提供に加

え、リスクの高い疾患に関する情報を提供し、将来的に

特定保健指導対象者にならないよう予防について指導

します。

５）（グループ）オ：特定保健指導対象外で他疾患リスクのない者

支援内容 健診結果と共に、健診項目の説明や健康情報の提供を

し、次年度の健診受診を促します。



－12－

（７）継続的に改善に取り組める仕組みづくり

特定保健指導の対象者に対しては、初回から、行動変容の必要性につい

て意識づけを行います。特に、動機づけ支援・積極的支援終了後に、継続

的に生活習慣改善に取り組めるよう、自主グループの立ち上げや既存の自

主グループの紹介、市内運動施設の紹介等を行うと共に、次年度の健診受

診結果で生活習慣改善の効果を見ていくことをプログラムに取り入れま

す。

（８）保健指導実施者の人材確保

メタボリックシンドロームに着目した生活習慣病対策を推進するとい

う基本的な考えのもと、必要な保健師、管理栄養士を配置すると共に、

在宅保健師等の活用、アウトソーシングの活用を進めます。

事業委託の評価にあたっては、国保運営協議会及び特定健診等事業検

討会議等を活用し行うものとします。
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第４章 特定健康診査未受診者及び特定保健指導未受講者対策

１．特定健康診査の未受診者に対する対策

特定健康診査受診率向上を図るため、未受診者を的確に把握し、特徴を

捉えて効果的に介入していきます。

(１) 生活習慣病で治療中の者以外の特定健康診査が未受診の者

毎年度受診率の低い地区や年代の分析を行い、一定年数健診が

未受診の者を抽出し受診勧奨をします。また、受診率の低い地区

に積極的に啓発を行うなど受診者の拡大を図ります。

(２) 生活習慣病等で治療中の特定健康診査が未受診の者

医療機関との連携体制を整備して、健診項目と同様の医療機関

データ項目の受け取りを検討していきます。

２．特定保健指導の未受講者に対する対策

特定保健指導を受講しなかった者に対しては、動機づけ支援・積極的支援

レベル別に、電話訪問で来所を勧奨したり、優先的に指導が必要な者を選定

し、訪問を行うなどして受講率の向上を図ります。また、経年的に未受講者

の特徴を把握し、受講しやすい保健指導のあり方を検討します。

第５章 ポピュレーションアプローチ

生活習慣病予防は、特定健康診査・特定保健指導による個々への支援にとど

まらず、生活ベース、コミュニティーベースで行うことが有効と考えます。「健

康ながはま２１」と整合性を図り、健康づくり自主グループ、健康推進員等と

協働することや社会資源を積極的に活用しながら健康を支援する環境づくりを

推し進めていくことで、国民健康保険被保険者の健康を増進していきます。
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第６章 個人情報の保護

１．基本的な考え方

「個人情報の保護に関する法律」及び「長浜市個人情報保護条例」に基づき適切

な管理を行うものとし、職員の義務（データの正確性の確保、漏洩防止措置、従事

者の監督、委託先の監督）について周知を図ります。

また、特定健康診査・特定保健指導等を外部に委託する際は、個人情報の厳格な

管理や、目的外使用の禁止等を契約書に明記し、必要に応じ委託先への聞き取り、

立ち入り検査を行うものとします。

守秘義務規定

国民健康保険法（平成 20 年 4 月 1 日施行分）

第百二十条の二 保険者の役員若しくは職員又はこれらの職に合った者が、正当な

理由なしに、国民健康保険事業に関して職務上知得した秘密を漏ら

したときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

高齢者の医療の確保に関する法律（平成 20 年 4 月 1 日施行分）

第三十条 第２８条の規定により保険者が特定健康診査等の実施の委託を

受けた者（その者が法人である場合はその役員）若しくはその職員

又はこれらの者であった者は、その実施に関して知り得た個人の秘

密を正当な理由がなく漏らしてはならない。

第百六十七条 第三十条の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役

又は百万円以下の罰金に処する。

長浜市個人情報保護条例（平成 18 年 2 月 13 日条例第 21 号）

第三条第三号 実施機関の職員は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知

らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、

同様とする。
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第７章 特定健康診査等実施計画の公表・周知

本計画は、長浜市広報及びホームページに掲載し周知を図ります。

また、見直し等により計画の変更を行った時も広報等により住民への周知を行いま

す。

高齢者の医療の確保に関する法律第１９条第３項

「保険者は、特定健康診査等実施計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公

表しなければならない」
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第８章 特定健康診査等実施計画の評価及び見直し

評価は、「特定健康診査・特定保健指導」の成果について評価を行うことであり、

有病者や予備群の数、生活習慣病関連の医療費の推移などで評価します。その成果が

数値データとして現れるのは数年後になることが想定されるため、健診結果や生活習

慣の改善状況などの短期間で評価ができる事項についても評価を行います。

なお、評価方法としては

ア 「個人」を対象とした評価方法

保健指導プログラム参加者の行動変容ステージ、生活習慣改善状況など

イ 「集団」としての評価方法

受診者全体の肥満度(腹囲・BMI)、血液検査(糖・脂質)、メタボリックシン

ドローム該当者・予備群割合の経年的変化など

ウ 「事業」としての評価方法

健診受診率(性別、年齢別、地区別)や保健指導プログラム参加継続率(脱落

率)など

以上、それぞれについて評価を行うとともに、事業全体を総合的に評価します。結

果については、国保運営協議会および特定健診等事業検討会議において毎年進捗状況

を報告し、状況に応じて特定健診等実施計画を見直します。

また、健康づくり推進協議会に資料提供し、「健康ながはま２１」と一体的な評価

を行います。
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第９章 その他

国民健康保険被保険者に対し行う特定健康診査と健康増進法による健診等及び介

護保険法による事業等については、整合性を図り進めていきます。

また、他の保険者の特定健康診査、特定保健指導についても、国民健康保険被保険

者の健診等実施状況を加味し調整を図ります。



資料 １
死因別死亡割合

湖北地域振興局
平成17年度事業年報より

●４０～６４歳の死因をみると悪性新生物が全体の半数近くを占め、次いで心疾患によるものが多い。

介護が必要となった主な原因 N=1,696

第３期ゴールドプランながはま２１より

●介護が必要となった主な原因のうち、脳血管疾患と心疾患合わせると全体の4分の１を占める。

平成１７年度 長浜市死因別死亡割合（40～６４歳）

悪性新生物（４３
人）
47.8%

心疾患（１３人）
14.4%

自殺（5人）
5.6%

不慮の事故（5
人）
5.6%

肝疾患（4人）
4.4%

敗血症（3人）
3.3%

肺炎（3人）
3.3%

その他（14人）
15.6%

・急性心筋梗塞（4人）
・心不全（3人）
・心筋症（2人）
・その他虚血性心疾患（２
人）
・不整脈および伝導障害（２
人）

滋賀県H１７年死因別死亡割合

腎不全
2.0%

自殺
2.9% その他

16.9%慢性閉塞
性

肺疾患
2%

老衰
2.2%

不慮の事
故
4.4%

脳血管疾
患

11.4%

その他
呼吸器の

疾患
3%

悪性新生
物

30.1%

肺炎
9.8%

心疾患
15.4%

(全数 10,419人)

長浜市H１７年死因別死亡割合

悪性新生
物

31.6%

心疾患
17.1%

肺炎
9.7%

その他
14.9%

脳血管
疾患
8.3%

不慮の事
故
5.1%

老衰
3.5%

腎不全
1.9%

自殺
2.3%

慢性
閉塞性
肺疾患
2.8%

その他
呼吸器の

疾患
2.9%

(全数 690人)

21.8% 12.0% 17.2% 9.3% 5.1% 10.8% 17.2% 1.9%4.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

脳血管疾患

老衰

骨折・転倒

リュウマチ・関節炎

心臓病

認知症

その他

不明

無回答



健診受診者 764 健診受診者 1,317
国保被保険者 6,816 国保被保険者 7,550

2081
14,366

H１８年度 長浜市国保被保険者の健診受診状況

40～74歳 17.4%男性 40～74歳 11.2% 女性

資
料

２

14.5%全体 40～74歳
健診受診者

国保被保険者

109

273

207

76

278

39

17

24

22

19

17

12

3

1

384

546

586

666

596

493

490

561

819

1225

1635

1593

1343

660

05001000150020002500
(人)

1123

1537

1699

1675

1361

1008

1061

1

4

28

33

35

29

48

190

99

35

371

437

270

127

538

464

514

567

686

569

503

0 500 1000 1500 2000 2500

２０～２４歳

２５～２９歳

３０～３４歳

３５～３９歳

４０～４４歳

４５～４９歳

５０～５４歳

５５～５９歳

６０～６４歳

６５～６９歳

７０～７４歳

７５～７９歳

８０～８４歳

８５歳以上

(人)

健診受診者数

国保被保険者数
(5.8％)

(6.8％)

(6.3％)

(8.9％)

(11.3％)

(17.6％)

(25.7％)

(22.1％)

(14.0％)

(9.8％)

(3.3％)

(4.1％)

(0.2％)

(0.７％)

(2.9％)

(3.9％)

(4.5％)

(4.3％)

(4.8％)

(8.9％)

(17.0％)

(17.1％)

(15.4％)

(11.4％)

(4.4％)

(1.8％)

(0.2％)

(0.5％)

受診率 受診率



資料 ３

平成１８年度基本健康診査結果（国保・国保外含む）項目別グラフ

<肥満度>

＊BMI（肥満度）＝体重（ｋｇ）÷身長（ｍ）÷身長（ｍ）

<糖尿病の検査>

<血 圧>

ＨｂＡ１ｃ（ヘモグロビンエーワンシー）；血糖値の検査だけではわからない過去１～３ヶ月にわたる
血糖コントロールの状態を推測できます。

ＢＭＩ(肥満度）

16.1%

9.2%

5.1%

12.2%

73.9%

72.7%

73.1%

72.0%

10.0%

18.1%

21.8%

11.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

４０歳代未満

４０～６４歳

６５～７４歳

７５歳以上

やせ（18.5未満） 普通（18.5～25.0未満） 肥満（25.0以上）

HbA1c

97.4%

83.1%

75.9%

70.9%

13.3%

19.7%

22.2%

1.6% 1.0%

3.5%

4.4%

6.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

４０歳代未満

４０～６４歳

６５～７４歳

７５歳以上

異常なし(5.5％未満） 要指導（5.5％以上6.1％未満） 要医療（6.1％以上）

最高血圧

98.0%

77.9%

58.8%

54.2%

18.8%

35.2%

38.0%

1.6% 0.4%

6.0%

3.3%

7.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

４０歳代未満

４０～６４歳

６５～７４歳

７５歳以上

異常なし（139mmHg以下） 要指導（140～159mmHg） 要医療（160mmHg以上）



２７５人

※数字は、平成２０年度の特定保健指導対象者数や特定保健指導実施者数を表しています。

資
料

４
平成２０年度 長浜市特定健診・保健指導フロー図（案）

特定健診受診対象者

医療との連携必要

リスク選定

健診受診

治療なし

特定保健指導対象外 特定保健指導対象

検査結果・質問票から階層化

受診必要 受診不必要

Ａ＋
受診勧奨

リスク無し

評価

治療中

未受診

治療なし 治療中

欠席者フォロー

未受診対策
Ａ＋疾患管理の

情報提供未受診対策

リスク有り

Ａ郵送で結
果の見方、
知識啓発

Ａ＋
リスク別の情
報提供

結果説明会対象

参加欠席

評価（郵送）

個別来所欠席

電話訪問

郵送

来所勧奨tel

案内通知発送

訪問

選定

受診勧奨対象

欠席

受診勧奨対象

動機づけ支援 積極的支援

緊急時、医師の判断l

訪問 郵送

積極的支援対象

教室参加
欠席者 選定

５６３人 ２７５人

２８０人

２８３人

５５人

110人 110人



長浜市 特定健診・保健指導 年間スケジュール（案）

動 手
紙 動

初回 評価 初回

積 積

面
接

電
話
①

G
W
①

電
話
②

G
W
②

手
紙

面
接

電
話
①

G
W
①

電
話
②

G
W
②

動 手
紙 動

初回 評価 初回

積 積

面
接

G
W
①

電
話
①

G
W
②

電
話
②

手
紙

面
接

G
W
①

電
話
①

G
W
②

電
話
②

動 手
紙 動

初回 評価 初回

積 積

面
接

電
話
①

G
W
①

電
話
②

G
W
②

手
紙

面
接

電
話
①

G
W
①

電
話
②

動 手
紙 動

初回 評価 初回

積 積

面
接

G
W
①

電
話
①

G
W
②

電
話
②

手
紙

面
接

電
話
①

G
W
①

動 手
紙 動

初回 評価 初回

積 積

面
接

電
話
①

G
W
①

電
話
②

G
W
②

手
紙

面
接

G
W
①

動 手
紙 動

初回 評価 初回

積 積

面
接

G
W
①

電
話
①

G
W
②

電
話
②

手
紙

面
接

動機（結果説明会） 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
動機（手紙） 1 1 1 1 1 1
積極（個別面接） 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
積極（電話） 1 3 4 3 1 1 1 1 1
積極（グループワーク） 1 2 2 1 1 2 1
積極（手紙） 1 1 1 1 1 1
介入合計 2 3 3 5 4 6 4 5 3 5 5 5 3 5 4

資
料

５

健診対象者

年度
月

平成２１年度
１１月

平成２０年度
８月 ９月 １０月 １１月

４月
健診受診

案
内
通
知
発
送

５月
健診受診

案
内
通
知
発
送

６月 ７月４月 ５月

６月
健診受診

案
内
通
知
発
送

１１月

７月
健診受診

案
内
通
知
発
送

８月
健診受診

案
内
通
知
発
送

９月
健診受診

案
内
通
知
発
送

７月 ８月 ９月 １０月３月 ４月 ５月 ６月４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月

１２月
健診受診

１１月 １２月

４
～

９
月
生
分

受
診
券
発
行

１
０
～

３
月
生
分

受
診
券
発
行

１０月
健診受診

案
内
通
知
発
送

１１月
健診受診

８月
健診受診

案
内
通
知
発
送

９月
健診受診

４月～９月生まれ受診 １０月～３月生まれ受診

案
内
通
知
発
送

７月
健診受診

案
内
通
知
発
送

３月４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月

１月

１２月 １月 ２月

案
内
通
知
発
送

案
内
通
知
発
送

２月


